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海田町教育委員会規則第２号 

   海田町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

海田町教育委員会公告式規則（昭和４５年海田町教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３項中「掲示し」の次に「，又は町ホームページに掲載し」を加える。 

 第３条を削る。 

第４条第２項中，「及び前条」を削り，同条を第３条とする。 

第５条を第４条とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条（第３条第２項及び第４条において準用する場合を含む。）の規程は，

この規則の施行の日以後に公布又は公表する規則その他の規程について適用し，同日前

に公布又は公表した規則その他の規程については，なお従前の例による。 


